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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 定刻となりましたので、議会運営委員会を開会させていただきます。 

本日は、全員の出席でございます。 

ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○中野委員長 議会運営委員会、再開させていただきます。 

無所属安田議員から欠席する旨の届出があり、協議事項についての意向は事前に伺っていること

を報告させていただきます。 

それでは、協議事項の１番目、令和７年第１回定例会の運営についてでございます。 

（１）市長提出議案のうち配付済みのものについて、理事者からそれぞれ説明をお願いいたしま

す。 

○和田総務部長 令和７年第１回定例市議会を２月１９日開会ということで、昨日、招集告示をさ

せていただきましたので、議案につきまして御説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は、議決案件として、令和６年度各会計補正予算が９会計、令和７年

度各会計予算が１１会計、条例の制定が３９件、財産の取得が８件、契約の締結が２件、損害賠償

の額を定めることが３件、指定管理者の指定が２１件、特定の事務を取り扱う郵便局の指定、包括

外部監査契約の締結、市道路線の認定が各１件並びに報告案件が１件の合わせて９７件でございま

す。 

議案第１号から議案第９号までの令和６年度各会計補正予算及び議案第４４号から議案第５４号

までの令和７年度各会計予算につきましては、後ほど総合政策部長から御説明させていただきます。 

議案第１０号につきましては、条例の制定でございまして、部としての保健所を廃止して新たに

部を設置し、組織機構の再編を行うとともに、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

議案第１１号から議案第１８号までにつきましては、いずれも財産の取得の追認を求めるもので

ございます。 

議案第１１号は、消火活動に充てるため、防火衣３８０式を７千６０万８千５６０円で賃借する

契約を令和元年１２月１１日に都ユニリース株式会社と、議案第１２号は、災害時等の通信業務に

充てるため、署活動用無線機１４８台及びイリジウム衛星携帯無線機３台を２千２６６万３千８７

２円で賃借する契約を令和２年８月３日に扶桑電通株式会社旭川営業所とそれぞれ締結いたしまし

たが、いずれも賃貸借期間満了後、契約物品が本市に無償譲渡される内容となっており、財産の取

得と判断される契約でありますが、議会の議決を経ていなかったものでございます。 

議案第１３号から議案第１８号までにつきましては、いずれも小中学校におけるＧＩＧＡスクー

ル用タブレット端末の充電及び保管に充てるため、タブレット端末用の電源キャビネットを取得し
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たものでありまして、議案第１３号は、１４７台を３千６５７万１千７００円で株式会社シュンエ

イ電設と、議案第１４号は、１３１台を３千１２４万円で第一電気工業株式会社と、議案第１５号

は、１３８台を２千５９９万３千円で株式会社イークスと、議案第１６号は、１３７台を２千８４

７万９千円で株式会社イークスと、議案第１７号は、１４２台を２千４９７万円で藤川電設工業株

式会社と、議案第１８号は、１３３台を２千２５９万４千円で株式会社シュンエイ電設と、いずれ

も令和２年７月２２日に契約締結し、議案第１７号につきましては、令和２年１１月１３日に変更

契約を締結いたしましたが、契約の種類が委託契約であり、財産の取得と判断せず、議会の議決を

経ていなかったものでございます。 

議案第１９号につきましては、契約の締結の追認を求めるものでございまして、旭川市学校施設

照明ＬＥＤ化（ＥＳＣＯ事業）業務を１３億５千５１１万２千円で、東芝エレベータ株式会社北海

道支社ほか１３者と令和６年３月２９日に契約締結いたしましたが、同じく、契約の種類が委託契

約であり、工事の請負と判断せず、議会の議決を経ていなかったものでございます。 

議案第２０号から議案第２２号までにつきましては、いずれも損害賠償の額を定めることについ

てでございます。 

議案第２０号につきましては、市道の事故による損害賠償として、１３２万３千９４７円を、議

案第２１号及び議案第２２号につきましては、市立旭川病院における医療事故による損害賠償とし

て、議案第２１号については４００万円を、議案第２２号については４千７３７万５千３３６円を 

それぞれ事故の相手方に賠償しようとするものでございます。 

議案第２３号から議案第４３号までにつきましては、いずれも指定管理者の指定についてでござ

います。 

議案第２３号は、西神楽農業構造改善センター及び西神楽公民館の指定管理者に西神楽センター

運営委員会を、議案第２４号は、市民活動交流センターの指定管理者に特定非営利活動法人旭川Ｎ

ＰＯサポートセンターを、議案第２５号は、末広地域活動センターの指定管理者に旭川市末広地域

活動センター運営委員会を、議案第２６号から議案第２９号までは、各住民センターの指定管理者

にそれぞれの住民センター運営委員会を、議案第３０号から議案第３７号までは、各地区センター

の指定管理者にそれぞれの地区センター運営委員会を、議案第３８号は、東地区体育センターの指

定管理者に旭川市東地区体育センター運営委員会を、議案第３９号は、旭川大雪アリーナの指定管

理者に株式会社旭川振興公社を、議案第４０号は、市営牧場の指定管理者に江丹別産業・江丹別フ

ァーム指定管理者グループを、議案第４１号及び議案第４２号は、各児童センターの指定管理者に

ワーカーズコープ指定管理者グループを、議案第４３号は、北彩都子ども活動センターの指定管理

者にこどもクラブグループをそれぞれ指定し、いずれも令和７年４月１日から令和１２年３月３１

日までの５年間、その管理を行わせようとするものでございます。 

議案第５５号から議案第９２号までにつきましては、いずれも条例の制定でございます。 

議案第５５号につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、引用条項を整備しようとするものでございます。 

議案第５６号につきましては、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく特定盛土等又は土石の堆

積に関する工事の許可申請手数料を新設するほか、所要の規定を整備しようとするものでございま

す。 
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議案第５７号及び議案第５８号につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴うものでございまして、議案第５７号は、時間外勤務の

制限の対象拡大を、議案第５８号は、引用条項の整備を行おうとするものでございます。 

議案第５９号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、期末手当及び勤勉手当に係る規

定等を整備しようとするものでございます。 

議案第６０号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、初号の給料月額の引上げ、手当

の支給内容の改定を行うほか、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

議案第６１号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、初号の給料月額の引上げ及び各

手当の支給内容の改定を行おうとするものでございます。 

議案第６２号につきましては、旅費の種類、内容、支給方法等に係る規定を整備するほか、所要

の規定の整備を行おうとするものでございます。 

議案第６３号につきましては、水道法施行令等の一部改正に伴い、水道布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格に係る規定を整備しようとするものでございます。 

議案第６４号につきましては、刑法の一部改正に伴い、関係する１１件の条例の規定を整理しよ

うとするものでございます。 

議案第６５号につきましては、本市の公用文における読点の表記を「、」に改めることに伴い、

現在効力を有する条例等の読点の表記を一括して「、」に改めようとするものでございます。  

議案第６６号につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部

改正に伴い、退職報償金の支給区分に勤続３５年以上の区分を新設するほか、所要の規定の整備を

行おうとするものでございます。 

議案第６７号につきましては、宿泊税の課税を行うことに関し必要な事項を定めるために、条例

を制定しようとするものでございます。 

議案第６８号につきましては、民生委員の定数を改定しようとするものでございます。 

議案第６９号から議案第７７号まで、１つ飛びまして、議案第７９号から議案第８１号まで、４

つ飛びまして、議案第８６号と、１つ飛びまして、議案第８８号及び議案第８９号につきましては、

介護サービス事業、障害福祉サービス事業等に関する基準を定める関係省令等の一部改正等に伴い、

所要の規定を整備しようとするものでございます。 

議案番号を戻りまして、議案第７８号につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、

賦課限度額及び保険料の軽減基準の算定に係る金額を引き上げようとするほか、所要の規定を整備

しようとするものでございます。 

議案第８２号につきましては、分娩料の額を改定しようとするものでございます。 

議案第８３号につきましては、工場の緑地及び環境施設に関する基準を定めるために、条例を制

定しようとするものでございます。 

議案第８４号につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の

一部改正に伴い、引用条項を整備しようとするものでございます。 

議案第８５号につきましては、いじめの防止等のための対策の推進に関する事業に必要な経費の

財源に充てるため、基金を設置しようとするものでございます。 

議案第８７号につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運
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営の基準を定めるために、条例を制定しようとするものでございます。 

議案第９０号及び議案第９１号につきましては、医療費無償化の助成対象を１８歳まで拡大しよ

うとするものでございます。 

議案第９２号につきましては、江丹別公民館嵐山分館を廃止しようとするものでございます。 

議案第９３号につきましては、契約の締結でございまして、大雪クリスタルホール照明装置更新

業務を３億５千４２０万円で東邦電設株式会社と契約を締結しようとするものでございます。 

議案第９４号につきましては、本市の特定の事務を取り扱う郵便局として、旭川中央郵便局ほか

１２か所を指定しようとするものでございます。 

議案第９５号につきましては、包括外部監査契約の締結でございまして、１千２００万円を上限

とする金額で、堤直美氏と契約を締結しようとするものでございます。 

議案第９６号につきましては、市道路線について、６路線を認定しようとするものでございます。 

報告第１号につきましては、時間外勤務手当の支給の履行遅滞による損害賠償の額を定めるもの

でございまして、１０万２千９７２円を損害賠償の額として、２月４日に専決処分をさせていただ

いたものでございます。 

最後に、先議のお願いでございます。議案第１０号の条例の制定、議案第２０号から議案第２２

号までの損害賠償の額を定めること、議案第２３号から議案第４３号までの指定管理者の指定につ

きましては、事前の準備作業がありますことから、議案第１１号から議案第１８号までの財産の取

得及び議案第１９号の契約の締結につきましては、契約の瑕疵を速やかに改め、地方自治法の趣旨

に沿ったものにする必要がありますことから、その取扱いにつきましては、議案第１号から議案第

９号までの令和６年度各会計補正予算と併せて御先議くださいますようお願い申し上げます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 初めに、議案第１号から議案第９号の令和６年度各会計補正予算につきまし

て、補正予算書に基づいて御説明申し上げます。 

議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ８１億６千６０３万８千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、２２ペ

ージから２９ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、２２ページの２款総

務費では、東部まちづくりセンター管理費など１３事業で６億２千９９６万１千円、２３ページか

ら２５ページにわたりますが、３款民生費では、地域共生社会推進費など３６事業で２６億７千１

４４万４千円、２５ページから２６ページにわたりますが、４款衛生費では、母子保健衛生費国庫

補助金償還金など１６事業で４億５千６９２万２千円、６款農林水産業費では、農業振興基金積立

金など２事業で１億３千３８７万１千円、７款商工費では、観光振興基金積立金など３事業で１千

１０６万２千円、２６ページから２７ページにわたりますが、８款土木費では、宅地造成指導費な

ど８事業で５億６千６５９万３千円、９款消防費では、管理事務費など２事業で１千７４５万４千

円、２８ページから２９ページにわたりますが、１０款教育費では、給食施設整備費など２５事業

で３５億４千７８０万５千円、１３款職員費では、給料及び諸手当で１億３千９２万６千円をそれ

ぞれ追加するものでございます。 

これらの財源につきましては、１６ページから２１ページの歳入にお示しいたしておりますよう

に、１６ページの７款地方交付税で１３億３千９４７万３千円、１６ページから１８ページにわた
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りますが、１７款国庫支出金で２３億９千１４６万３千円、１８ページから１９ページにわたりま

すが、１８款道支出金で４億４千７５８万５千円、２０款寄附金で３億１千４４０万８千円、２０

ページの２１款繰入金で８億７千９５４万６千円、２３款諸収入で３５８万７千円、２０ページか

ら２１ページにわたりますが、２４款市債で２７億８千９９７万６千円をそれぞれ追加するもので

ございます。 

３ページから４ページにわたりますが、第２表、繰越明許費補正では、中心市街地活性化推進費

など２７件を繰越明許費として追加するものでございます。 

５ページから７ページにわたりますが、第３表、債務負担行為補正では、侵入警戒センサー整備

工事費など３２の事項について、債務負担行為を追加し、道営土地改良事業（忠別南地区農地整備

事業）地元負担金など３つの事項について、期間の変更を行うものでございます。 

８ページの第４表、地方債補正では、水道事業会計出資債を追加し、道路橋りょう整備事業など

５件の限度額を変更するものでございます。 

次に、９ページを御覧ください。議案第２号、令和６年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ４３３万７千円を追加するものでございま

す。その内容といたしましては、３９ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますよう

に、１款総務費では保険料賦課徴収費で２０２万６千円、２款保険給付費では葬祭費で５４万円、

７款基金積立金では、国民健康保険事業準備基金積立金で１７７万１千円をそれぞれ追加するもの

でございます。 

これらの財源につきましては、３８ページの歳入にお示しいたしておりますように、３款道支出

金で６７万４千円、４款財産収入で１７７万１千円、５款繰入金で１８９万２千円をそれぞれ追加

するものでございます。 

次に、１０ページを御覧ください。議案第３号、令和６年度旭川市動物園事業特別会計補正予算

につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ８千万円を追加するものでございます。その内

容といたしましては、４０ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１

款総務費の旭山動物園施設整備基金積立金で８千万円を追加するものでございます。 

この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、４款寄附金で同額を追

加するものでございます。 

また、１１ページの第２表、債務負担行為補正では、園内管理及び案内業務委託料など３つの事

項について、債務負担行為を追加するものでございます。 

次に、１２ページを御覧ください。議案第４号、令和６年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正

予算につきましては、歳入予算を補正しようとするものでございます。 

その内容といたしましては、４２ページの事項別明細書、歳入にお示しいたしておりますように、

１款事業収入で８９３万８千円を減額し、４款繰入金で同額を追加しようとするものでございます。 

また、１２ページ下段の第２表、債務負担行為では、旭川駅前広場駐車場運営業務委託料につい

て、債務負担行為を設定するものでございます。 

次に、１３ページを御覧ください。議案第５号、令和６年度旭川市介護保険事業特別会計補正予

算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ７千３８３万４千円を追加するものでござい

ます。その内容といたしましては、４６ページから４７ページの事項別明細書、歳出にお示しいた
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しておりますように、１款総務費では、管理事務費など２事業で１２３万１千円、２款保険給付費

では、居宅介護福祉用具購入費など２事業で６千３５０万８千円、４７ページの３款地域支援事業

費では、家族介護支援事業費で３２４万円、５款基金積立金では、介護給付費準備基金積立金で５

８５万５千円をそれぞれ追加するものでございます。 

これらの財源につきましては、４４ページから４５ページの歳入にお示しいたしておりますよう

に、２款国庫支出金で１千８６３万５千円、３款支払基金交付金で１千７１４万７千円、４款道支

出金で８５６万１千円、５款財産収入で５８５万５千円、４４ページから４５ページにわたります

が、６款繰入金で２千３６３万６千円をそれぞれ追加するものでございます。 

次に、１５ページを御覧ください。議案第６号、令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３４０万３千円を追加するものでござ

います。 

その内容といたしましては、４８ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますよ

うに、１款総務費の管理事務費で３４０万３千円を追加するものでございます。 

この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、２款繰入金で同額を追

加するものでございます。 

次に、議案第７号、令和６年度旭川市水道事業会計補正予算につきましては、５０ページの実施

計画にお示しいたしておりますように、資本的収入で５億９千３４３万２千円、資本的支出で５億

９千３４４万５千円をそれぞれ追加するものでございます。また、５１ページの債務負担行為では、

配水管布設工事費について債務負担行為を追加するものであり、そのほか、関係条文につきまして

も併せて整備するものでございます。 

次に、議案第８号、令和６年度旭川市下水道事業会計補正予算につきましては、５３ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、資本的収入で９億４千８３６万５千円、資本的支出で９

億７千７８４万４千円をそれぞれ追加するものでございます。また、５４ページの債務負担行為で

は、下水処理センター汚泥焼却設備ほか点検整備業務委託料など３つの事項について債務負担行為

を追加するものであり、そのほか、関係条文につきましても併せて整備するものでございます。 

最後に、議案第９号、令和６年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、５７ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で３億２千５０６万７千円、病院事業費用

で２億８千７３７万６千円、資本的収入で６３６万７千円をそれぞれ追加するものでございます。

また、５８ページの債務負担行為では、令和７年度分医療廃棄物運搬及び処分業務等委託料など２

つの事項について債務負担行為を追加するものであり、そのほか、関係条文につきましても併せて

整備するものでございます。 

続きまして、議案第４４号から第５４号までの令和７年度各会計予算につきまして、一括して御

説明申し上げます。 

令和７年度各会計予算書の最初のページ、総括表を御覧ください。 

まず、一般会計の当初予算額でございますが、１千８０１億４千万円で、前年度当初予算と比較

して、５．０％の増となっております。一般会計につきましては、歳入歳出予算のほか、債務負担

行為が新規３２件、地方債については３３件をそれぞれ定めようとするものでございます。また、

一時借入金の最高額については、２００億円にしようとするものでこざいます。 
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次に、特別会計につきましては、企業会計を含め、国民健康保険事業など１０会計の合計で１千

２６４億６千２７１万５千円で、前年度当初予算とほぼ同額となっております。各特別会計につき

ましては、歳入歳出予算のほか、国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業で債務負担行為を定め

ようとするものでございます。 

また、水道事業、下水道事業、病院事業の各企業会計につきましては、業務の予定量など関係条

文も併せて定めようとするものでございます。 

最後に、総括表の一番下になりますが、一般会計と特別会計を合わせた合計では、３千６６億２

７１万５千円で、２．９％の増となったところでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま、市長提出議案のうち配付済みのものについて、理事者からそれぞれ説明

がございました。特に、委員の皆様から発言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

（２）追加提出予定のものについて、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 追加を予定しております議案につきましては、人権擁護委員の推薦についてでご

ざいまして、安西佐都子氏、奥山由紀子氏、佐伯敎道氏、髙木常光氏、早坂逸人氏、𠮷﨑隆氏の６

名の方々が、本年９月３０日をもって、それぞれ任期満了となることによるものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 委員の皆様から特に発言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、従来どおり各派会長会議で協議すること及び本会議直接審議とし、会期

末の本会議で扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

それでは、協議事項の（３）議会提出議案についてでございます。アの請願・陳情議案の審査結

果報告について、イの旭川市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、ウの専決処分事

項の指定に関わる議決変更について、エの旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、オの旭川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、それ

ぞれ事務局から説明をお願いいたします。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ、結論

の出たものはございませんが、今後、結論が出た場合は、取扱いの時期等につきまして、改めて御

協議いただきたいと思います。 

次に、イの旭川市議会会議規則の一部を改正する規則の制定及びウの専決処分事項の指定に関わ

る議決変更につきましては、本市の公用文における読点の表記を「，」から「、」に改めることに

伴うもので、今定例会に提案されている旭川市条例の読点の表記を改める条例の制定についてと同

様の理由により、別途、議決を得ようとするものです。同条例の審議の推移を見ながら、その取扱

いについては改めて御協議いただくことになろうかと思います。 

次に、エの旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、旭川市事務分掌
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条例等の一部を改正する条例の制定についての審議の推移を見ながら、改めて取扱いを御協議いた

だくことになろうかと思います。 

次に、オの旭川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う罰則規定の改定、少し長い法律名になりますが、情

報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う引用条項の整備のほ

か、所要の規定の整理を行おうとするものです。改正内容につきましては、改めて御協議いただき

たいと思います。 

以上でございます。 

○中野委員長 ただいま、事務局から説明をさせていただきました。まず、アについてであります。

事務局説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

次に、イないしエにつきましては、代表者会議で協議の上、改めて議会運営委員会で扱うことで

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

次に、オについてでありますが、次回の議会運営委員会で扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

協議事項のカ、議員行政調査派遣についてであります。令和７年度の議員行政視察の実施分につ

きましては、今定例会中に議員派遣の議決が必要でございます。委員会提出として議案化し、最終

の議会運営委員会で取り扱いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

次に、キ、意見書・決議案についてでございます。事前に自民会議から１件、民主連合及び無所

属横山議員から１件、民主連合から１件、共産から４件、合計７件の提案があったところでござい

ます。文案を配付しているので御確認をいただければと思います。これ以外に提案予定の会派はご

ざいますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、調整につきましては、従来どおり代表者会議で行うこととさせていただ

きます。 

それでは、（４）に移りたいと思います。議案の審議方法についてでございます。アの令和７年

度各会計予算と関連議案及び単独議案についてでございます。まず、これについては特別委員会付

託になろうかと思います。付託議案につきましては、議案第４４号ないし議案第９５号の以上５２

件とさせていただきます。なお、付託議案以外の議案第９６号につきましては、本会議直接審議と

させていただきます。名称、予算等審査特別委員会とさせていただきます。構成につきましては、

議長を除く全議員、３２名となります。正副委員長に関してでありますが、各会派及び無所属にそ
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れぞれ希望を確認させていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 相談に応じます。 

○江川委員（民主連合） 相談に応じたいと思います。 

○高花委員（公明党） 相談に応じたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 希望しません。 

○塩尻委員（市民連合） 相談に乗りたいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○中野委員長 無所属安田議員からも希望しないということを伺っているところでございます。そ

れでは、相談に応じるということで自民会議、民主連合、公明党、市民連合で、御協議をいただき

たいというふうに思います。届出の時期につきましては日程のところで確認をさせていただきます。

設置の時期についてでありますが、日程のところで同じく確認をさせていただきます。分科会の設

置数は２分科会とさせていただきます。分科会の名称については、総務経済建設分科会、民生子育

て文教分科会とさせていただきます。分科会の構成についてでありますが、総務経済建設分科会は、

総務、経済建設両常任委員会委員を、民生子育て文教分科会は、民生、子育て文教両常任委員会委

員とさせていただきます。ただし、予算等審査特別委員会委員長は除くものとさせていただきます。

分科会正副委員長についてでございます。各常任委員会正副委員長の輪番制でございますが、今回

は、総務、民生両常任委員会の正副委員長とさせていただきます。分科会審査分担事項についてで

ございます。各常任委員会所管別とし、別紙分担一覧のとおりとさせていただきます。なお、一般

会計予算につきましては、後日の議会運営委員会で協議することとさせていただきます。特別委員

会及び分科会の審査日程についてでありますが、これにつきましても日程のところで確認をさせて

いただきます。特別委員会及び分科会の開催場所についてでございます。予算等審査特別委員会に

つきましては議場、総務経済建設分科会につきましては第１委員会室、民生子育て文教分科会につ

きましては第２委員会室とさせていただきたいと思います。それぞれよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

それでは、協議事項のイ、令和６年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案についてでござい

ます。議案第１号ないし議案第４３号の以上４３件につきまして、本会議直接審議または特別委員

会付託のどちらかにするか、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 当会派といたしまして、内容を精査させていただきましたが、

本会議直接審議によるべきものと考えます。 

○江川委員（民主連合） ほかの会派の皆さんに合わせたいと思います。 

○高花委員（公明党） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○石川厚子委員（共産） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○塩尻委員（市民連合） 本会議直接審議でよろしいかと思いますが、合わせたいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） ほかの会派の皆さんに合わせたいと思います。 

○中野委員長 無所属安田議員からは、正副委員長に一任するということをお伺いしております。 

それでは、今、明確に特別委員会の設置を求めるのは、共産だけということでございました。ほ

かの会派につきましては、本会議直接審議、もしくは合わせるということでございましたので、改
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めて共産に確認をさせていただきたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 皆さんの意向に沿いまして、本会議直接審議で構わないかなとは思いま

すが、十分な質疑時間と質疑人数を確保していただきたいと思います。 

○中野委員長 それでは、共産からそのような発言がございましたので、今回は本会議直接審議と

いうふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本会議直接審議とし、議案につきましては、議案第１号ないし議案第４

３号の以上４３件とさせていただきます。なお、報告第１号につきましても本会議直接審議とさせ

ていただきます。審議日程でございます。議案第１号ないし議案第４３号の以上４３件につきまし

ては、補正予算等審議の本会議で扱うこととし、また、報告第１号についても、従来どおり、補正

予算等審議の本会議で扱うこととさせていただきたいと思います。そのような扱いでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。なお、補正予算等審議の本

会議につきましては、日程のところで改めて確認をさせていただきたいと思います。 

それでは、協議事項の（５）に移りたいと思います。代表質問についてでございます。まず、時

期についてでございます。時期、通告、この内容については日程のところで確認をさせていただき

たいと思います。時間は、質問のみ４０分間となります。回数は１回となります。人数は各会派１

人、合計５人というふうになります。１日目につきましては３人、２日目につきましては２人とし、

１日目は午前１人、午後２人となります。２日目につきましては、午前と午後１人ずつとさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。なお、２日目については午

前と午後の間に休憩を挟んで１人ずつというふうに進めたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。順序については、大会派順とさせていただきます。場所につきましては、登壇となります。 

それでは、（６）大綱質疑についてでございます。これについては予算等審査特別委員会付託議

案に関わる大綱質疑となりますので、御承知おき願いたいと思います。まず、時期そして通告につ

いては日程のところで確認をさせていただきたいと思います。時間は、質疑のみ２５分間、回数は、

３回以内となります。それでは、人数について各会派及び無所属にそれぞれ確認をさせていただき

たいと思います。大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） ゼロ人から１人でお願いいたします。 

○江川委員（民主連合） ゼロ人から１人でお願いします。 

○高花委員（公明党） ゼロ人でお願いいたします。 

○石川厚子委員（共産） １人でお願いします。 

○塩尻委員（市民連合） ゼロ人でお願いします。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○中野委員長 無所属安田議員からは、ゼロ人とお伺いをしているところであります。１人から３

人というになります。順序については、正副議長、議運の正副委員長立会いの上で、抽せんを行い
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たいと思います。質疑の場所については質疑質問席となります。 

（７）会期と日程についてでございます。正副委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、事務局から日程案を配付させていただきます。 

（日程案配付） 

○中野委員長 それでは、改めてでありますが、会期についてでございます。２月１９日水曜日、

開会となります、そして閉会については３月２５日火曜日、通算３５日間というふうになろうかと

思います。そして、ただいま補正予算に関わる部分、令和６年度の補正予算と関連する議案等につ

きましては本会議直接審議となりましたので、１９日に本会議を開いて補正予算等の提案説明を受

けたいと思います。その後、２１日に本会議を開いて議案審議、休会を挟んで２５日、市政方針、

教育行政方針、新年度予算等の提案説明を受けたいと思います。その後、２６日、２７日、２８日

は休会日でございますが、２６日においては代表質問の通告締切りが正午までとなります。２７日

については、大綱質疑の通告締切りが正午、抽せんとなります。２８日、予算等審査特別委員会正

副委員長の届出となります。その後、３月３日、４日に代表質問を２日間で行います。そして、５

日、大綱質疑というふうになりますが、今回は１名から３名ということでございますので、大綱質

疑を１日で行いたいと思います。大綱質疑終了後ですね、予算等審査特別委員会の設置を行い、２

分科会の開催まで進めたいと思います。そして、今回、大綱質疑が１日になったこともありますの

で、分科会の質疑準備の時間をしっかりと取るという趣旨からも、休会日を６日、７日の２日間設

けまして、週明けの１０日から１４日まで、そして土日を挟んで１８日までを、予算等審査特別委

員会の分科会とさせていただきたいと思います。そして、２１日、総括質疑を行い、取りまとめと

なります。２４日の事務整理日を挟んで２５日、本会議で議案審議をして閉会という運びで提案を

させていただきたいと思います。このような日程案でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきたいと思います。 

それでは、その他でございます。（１）令和７年度議会費予算についてでございます。今定例会

に提出されている議会費に係る予算について、事務局から説明をお願いいたします。 

○宮川議会事務局次長 令和７年第１回定例会に議会費の令和７年度当初予算案が提出されており、

このことに係る説明資料を本日配付しております。令和７年度議会費予算総括表を御覧ください。 

議会費総体で前年度と比較し、２９５万２千円減の４億６千３１７万３千円を計上してございま

す。主な増減要素といたしましては、経常費であります管理費の報酬で、議員が１名減員状態であ

ることに伴います月額報酬の減等により２９７万４千円を減額し、共済費におきましても、基準日

の４月１日におけます議員数が３３名として算定されること及び市議会議員共済会の負担金率が２．

４％引き下げられたことによります６７７万円の減、旅費で友好都市親善訪問の減等によります１

６９万６千円の減、需用費で防災服等の購入に係る費用の増等により３６４万９千円の増、委託料

でオンライン会議環境整備に係る増等により３０４万４千円の増額がございます。また、同じく運

営費では、旅費で隔年で実施してございます常任委員会行政視察の増等により１７５万３千円を増

額し、需用費におきましては、市政のあらましの電子化等により１１３万８千円の減額としている

ところでございます。 
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以上でございます。 

○中野委員長 事務局説明のとおりとなっておりますので、御承知おき願いたいと思います。 

（２）議会の改善・要望事項についてでございます。ここで、旧無党派Ｇが提案していた整理番

号㉑「中継配信」につきまして、その扱いについて会派内で協議中としていました民主連合から発

言をお願いしたいと思います。 

○江川委員（民主連合） こちらについては、取下げでお願いをいたします。 

○中野委員長 それでは、ただいま民主連合から取り下げる旨の発言がございました。整理番号㉑

「中継配信」については、提案会派等から削除するよう取り扱うこととさせていただきたいと思い

ます。 

それでは、（３）議員出張旅費についてでございます。今定例会で、旭川市職員の旅費に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてが提案されていることに伴い、旭川市議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費に関する部分についても、改正が必要になると考えている

ところでございます。改正の内容につきましては、今後、議会運営委員会代表者会議で検討してい

きたいと考えているところでございますが、そのように進めることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

（４）旭川市議会規程等の読点の表記を改めることについてでございます。このことについて、

事務局から説明をお願いいたします。 

○林上議会事務局次長 先ほど、議会提出議案で御説明したとおり、本市の公用文における読点の

表記を「，」から「、」に改めることに伴い、旭川市条例の読点の表記を改める条例の制定につい

てが提案されております。同条例と同様の理由により、議会規程等について、議会において手続を

行うことになります。事務的な事項にはなりますが、改めて御協議いただくことになろうかと思い

ます。 

以上でございます。 

○中野委員長 ただいま事務局のほうから説明がございました。旭川市条例の読点の表記を改める

条例の制定についての審議の推移を見ながら、改めて議会運営委員会で扱うことでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

本日予定をしておりました議事については以上となります。 

次回の議会運営委員会の招集については、２月２０日木曜日午前１０時、口頭招集とさせていた

だきます。 

以上をもちまして、議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時５８分 

 

 


